
富山県タクシー協会のお知らせ 
（富山交通圏準特定地域協議会事務局） 

（高岡・氷見交通圏準特定地域協議会事務局） 

 
令和６年１２月２５日 

 

「富山交通圏」及び「高岡・氷見交通圏」 

において準特定地域協議会を開催します。 

なお、今回は書面による協議を行います。 

 

標記について、「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の

適正化及び活性化に関する特別措置法（平成 21年法律第 64号）」に基づき、下記のと

おり地域協議会の開催を予定しているので公表します。 

 なお、今回の開催は書面による協議を予定していますが、当協議会に参画希望のある

方等は、開催日の３日前、令和 7年 1月 17日（金）までに下記の問い合わせ先まで申し

出ください。 

 

記 

 

１．協議開始日   令和７年１月２０日（月） 

 

２．協議方法    書面開催 

 

３．予定している議題 

 

 （１）「富山交通圏」及び「高岡・氷見交通圏」 

    各交通圏で定める準特定地域交通計画の一部修正について 

 

 （２）「富山交通圏」及び「高岡・氷見交通圏」 

    各交通圏で定める活性化に係る次年度目標の設定について 

 

 

【問い合わせ先】 準特定地域協議会事務局 

富山県タクシー協会 松嶋 

ＴＥＬ 076-423-0622 

FAX 076-423-0631 

  



準特定地域協議会参画希望申出書 
 

 

１．令和 7年 1月 20日開催の富山交通圏準特定地域協議会に参画を希望する。 

 

機関、団体名                                              

 

住所                                                   

 

（ふりがな） 

 

役職・氏名                                                

 

連絡先・電話                                              

 

２．令和 7年 1月 20日開催の高岡・氷見交通圏準特定地域協議会に参画を希望する。 

 

機関、団体名                                              

 

住所                                                   

 

（ふりがな） 

 

役職・氏名                                                

 

連絡先・電話                                              

 

 

 

 

 

【申し出・問い合わせ先】 

 準特定地域協議会事務局 

富山県タクシー協会 松嶋 

ＴＥＬ 076-423-0622 

FAX 076-423-0631 

 


